
別記様式第23号（第55条第２項関係） （日本工業規格Ａ列４）

※  事業報告受理番号

事 業 報 告 書

年 月 日 

外国人技能実習機構  理事長  殿

提出者 ㊞

　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第42条第２項の規定により、下記のと

おり監理事業に関する事業報告書を提出します。

記

１報告対象技能実習事業年度 年度（ 年 月 日～ 年 月 日）

２許可番号

３監理

団体

（ふりがな）

①名称

②住所

〒

（電話 ）

４監理

事業を

行う事

業所

①名称

（ふりがな）

②所在地
〒

（電話 ）

③事業所枝番号

５実習監理した団体監理型実習 

実施者の数
 団体監理型実習実施者 人／法人

６実習監理した団体監理型技能

実習生の数
 計 人（第１号 人、第２号 人、第３号 人）

７実習監理した団体監理型技能

実習生の国籍 (国又は地域)及び

人数

( 人)

( 人)

( 人)



８監理事業の実務に従事した職

員の数
 合計 人（常勤職員 人 非常勤職員 人）

９実

施体

制

①監理責任者の講習受講 
歴

②監理責任者以外の役職 
員の講習受講歴

受講者名 受講講習名 受講年月日

年 月

日

年 月

日

10技

能検

定等

受検

状況

試験区分

①基礎級程度 
（第１号修了者）

②３級程度 
（第２号修了者）

実技

③２級程度 
（第３号修了者）

実技

受検対象者数(Ａ) 

（a)修了者数

人

人

人

（b)やむを得な
い不受検者数

人

人

人

(A)=(a)-(b) 

人

人

人

合格者数(Ｂ)

人

人

人

合格率 
（Ｂ／Ａ）

％

％

％

試験区分

④３級程度 
（第２号修了者）

学科

⑤２級程度 
（第３号修了者)

学科

受検者数(Ａ) 

人

人

合格者数 
(Ｂ)

人

人

合格率 
（Ｂ／Ａ）

％

％

11行方不明者の発生状況 行方不明者 人 （行方不明率 ％）

12他の実習実施者における技能

実習の継続が困難となった技能

実習生の受入れ状況及び実習先

変更支援ポータルサイトへの登

録の有無

人数 人

登録の有無 有 無・

13地域社会

との共生に

向けた取組

の実施状況

①日本語学習支援

②地域社会との交
流の機会提供

③日本文化を学ぶ
機会の提供

概要



14 監

理費

徴収

実績 

①徴収した実習実施者数 人／法人

②技能実習生１名当たり 
の監理費の額 

第１号技能実習生

円／月

第２号技能実習生

円／月

第３号技能実習生

円／月

③内訳 徴収額 支出額

Ⅰ総計 円 円

Ⅱ職

業紹

介費

計 円 円

人件費 円 円

交通費 円 円

外国の送出機関へ 
支払う費用

円 円

その他（ ） 円 円

Ⅲ講

習費

計 円 円

施設使用料 円 円

講師及び通訳への 
謝金 円 円

教材費 円 円

技能実習生に支給 

する手当
円 円

その他（ ） 円 円

Ⅳ監

査指

導費

計 円 円

人件費 円 円

交通費 円 円

その他（ ） 円 円

Ⅴそ

の他

諸経

費 

計 円 円

（ ） 円 円

（ ） 円 円

（ ） 円 円

15 備考

（注意） 
１  ※印欄には、記載をしないこと。  
２  １欄は、報告を行おうとする技能実習事業年度について記載すること。  
３  ４欄の③は、事業所枝番号がある場合について記載すること。  
４  ５欄は、報告対象技能実習事業年度内に実習監理した団体監理型実習実施者の数について記載すること。 
５  ６欄は、報告対象技能実習事業年度内に実習監理した団体監理型技能実習生の数について記載すること。



６  ７欄は、報告対象技能実習事業年度内に実習監理した団体監理型技能実習生の国籍（国又は地域）及び人 
  数について記載すること。その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のと 
  おり」と記載し、別紙を添付すること。  
７  ９欄は、報告対象技能実習事業年度内に講習を受講した者の全てについて記載すること。受講した者が複 
  数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、 
  別紙を添付すること。  
８  10 欄は、実習監理した団体監理型技能実習生のうち報告対象技能実習事業年度内に各段階の技能実習を 
  修了し、又は修了する予定であった技能実習生について記載すること。したがって、報告対象技能実習事業 
  年度内に受検した者であっても、その段階の技能実習の修了予定が次技能実習事業年度の場合は、次技能実 
  習事業年度の本報告書に計上すること。 
    また、やむを得ない不受検者とは、報告対象技能実習事業年度に技能実習を修了し、又は修了する予定で 
  あったが、実習実施者や監理団体の責めによらない行方不明、技能実習生の事情による途中帰国、技能実習 
  生の病気や怪我により受検機会を逃した場合など、実習実施者や監理団体の責めによらない事情により、技 
  能検定等を受検しなかった者をいう。  
９  11 欄は、実習監理した団体監理型技能実習生のうち報告対象技能実習事業年度内に行方不明となった者 
  について記載し、行方不明率については、７欄の記載の対象となる実習監理した団体監理型技能実習生の数 
  を分母として算出し記載すること。  
10  12 欄は、他の監理団体が実習監理していた技能実習生のうち、新たに技能実習計画の認定を受けて実習 
  監理を行うこととなった者について記載すること。 
11  13 欄は、各項目について該当するものがあれば概要欄に記載した上、その内容が分かる別紙を必要に応 
  じ添付すること。  
12  14 欄の①は、報告対象技能実習年度内に徴収した実習実施者数について記載すること。  
13  14 欄の②は、報告対象技能実習年度内に徴収した監理費について、技能実習の段階ごとの技能実習生１ 
  名当たりの額を算出した上、それぞれ１月当たりの平均額を記載すること。  
14  14 欄の③は、監理費の内訳について記載すること。また、同欄のⅤは、ⅡからⅣに該当しないものがあ 
  る場合には、費目を具体的に記載すること。  
15  15 欄は、報告に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば、併せて 
  記載すること。  
16  一般監理事業に係る監理許可を受けた監理団体については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習 
  生の保護に関する法律施行規則第 31 条の基準を満たすことを明らかにする書類を添付すること。


別記様式第23号
（第55条第２項関係）
（日本工業規格Ａ列４）
※  事業報告受理番号
事業報告書
年  
月
日  
外国人技能実習機構  理事長  殿
提出者             
㊞
　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第42条第２項の規定により、下記のとおり監理事業に関する事業報告書を提出します。
記
１報告対象技能実習事業年度
年度（
年
月
日～
年
月
日）
２許可番号
３監理団体
（ふりがな）
①名称
②住所
〒
（電話
）
４監理事業を行う事業所
①名称
（ふりがな）
②所在地
〒
（電話
）
③事業所枝番号
５実習監理した団体監理型実習
実施者の数
 団体監理型実習実施者
人／法人
６実習監理した団体監理型技能実習生の数
 計
人
（第１号
人、
第２号
人、
第３号
人）
７実習監理した団体監理型技能実習生の国籍 (国又は地域)及び人数
(
人)
(
人)
(
人)
８監理事業の実務に従事した職員の数
 合計
人
（常勤職員
人
非常勤職員
人）
９実施体制
①監理責任者の講習受講歴
②監理責任者以外の役職員の講習受講歴
受講者名
受講講習名
受講年月日
年
月
日
年
月
日
10技能検定等受検状況
試験区分
①基礎級程度
（第１号修了者）
②３級程度
（第２号修了者）
実技
③２級程度（第３号修了者）
実技
受検対象者数(Ａ) 
（a)修了者数
人
人
人
（b)やむを得ない不受検者数
人
人
人
(A)=(a)-(b) 
人
人
人
合格者数(Ｂ)
人
人
人
合格率
（Ｂ／Ａ）
％
％
％
試験区分
④３級程度
（第２号修了者）
学科
⑤２級程度（第３号修了者)
学科
受検者数(Ａ) 
人
人
合格者数(Ｂ)
人
人
合格率
（Ｂ／Ａ）
％
％
11行方不明者の発生状況
行方不明者
人
（行方不明率
％）
12他の実習実施者における技能実習の継続が困難となった技能実習生の受入れ状況及び実習先変更支援ポータルサイトへの登録の有無
人数
人
登録の有無
・
13地域社会との共生に向けた取組の実施状況
①日本語学習支援
②地域社会との交流の機会提供
③日本文化を学ぶ機会の提供
概要
14 監理費徴収実績 
①徴収した実習実施者数
人／法人
②技能実習生１名当たりの監理費の額 
第１号技能実習生
円／月
第２号技能実習生
円／月
第３号技能実習生
円／月
③内訳
徴収額
支出額
Ⅰ総計
円
円
Ⅱ職業紹介費
計
円
円
人件費
円
円
交通費
円
円
外国の送出機関へ支払う費用
円
円
その他（
）
円
円
Ⅲ講習費
計
円
円
施設使用料
円
円
講師及び通訳への謝金
円
円
教材費
円
円
技能実習生に支給する手当
円
円
その他（
）
円
円
Ⅳ監査指導費
計
円
円
人件費
円
円
交通費
円
円
その他（
）
円
円
Ⅴその他諸経費 
計
円
円
（
）
円
円
（
）
円
円
（
）
円
円
15 備考
（注意）
１  ※印欄には、記載をしないこと。 
２  １欄は、報告を行おうとする技能実習事業年度について記載すること。 
３  ４欄の③は、事業所枝番号がある場合について記載すること。 
４  ５欄は、報告対象技能実習事業年度内に実習監理した団体監理型実習実施者の数について記載すること。 ５  ６欄は、報告対象技能実習事業年度内に実習監理した団体監理型技能実習生の数について記載すること。
６  ７欄は、報告対象技能実習事業年度内に実習監理した団体監理型技能実習生の国籍（国又は地域）及び人
  数について記載すること。その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のと
  おり」と記載し、別紙を添付すること。 
７  ９欄は、報告対象技能実習事業年度内に講習を受講した者の全てについて記載すること。受講した者が複
  数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、
  別紙を添付すること。 
８  10 欄は、実習監理した団体監理型技能実習生のうち報告対象技能実習事業年度内に各段階の技能実習を
  修了し、又は修了する予定であった技能実習生について記載すること。したがって、報告対象技能実習事業
  年度内に受検した者であっても、その段階の技能実習の修了予定が次技能実習事業年度の場合は、次技能実
  習事業年度の本報告書に計上すること。
    また、やむを得ない不受検者とは、報告対象技能実習事業年度に技能実習を修了し、又は修了する予定で
  あったが、実習実施者や監理団体の責めによらない行方不明、技能実習生の事情による途中帰国、技能実習
  生の病気や怪我により受検機会を逃した場合など、実習実施者や監理団体の責めによらない事情により、技
  能検定等を受検しなかった者をいう。 
９  11 欄は、実習監理した団体監理型技能実習生のうち報告対象技能実習事業年度内に行方不明となった者
  について記載し、行方不明率については、７欄の記載の対象となる実習監理した団体監理型技能実習生の数
  を分母として算出し記載すること。 
10  12 欄は、他の監理団体が実習監理していた技能実習生のうち、新たに技能実習計画の認定を受けて実習
  監理を行うこととなった者について記載すること。
11  13 欄は、各項目について該当するものがあれば概要欄に記載した上、その内容が分かる別紙を必要に応
  じ添付すること。 
12  14 欄の①は、報告対象技能実習年度内に徴収した実習実施者数について記載すること。 
13  14 欄の②は、報告対象技能実習年度内に徴収した監理費について、技能実習の段階ごとの技能実習生１
  名当たりの額を算出した上、それぞれ１月当たりの平均額を記載すること。 
14  14 欄の③は、監理費の内訳について記載すること。また、同欄のⅤは、ⅡからⅣに該当しないものがあ
  る場合には、費目を具体的に記載すること。 
15  15 欄は、報告に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば、併せて
  記載すること。 
16  一般監理事業に係る監理許可を受けた監理団体については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習
  生の保護に関する法律施行規則第 31 条の基準を満たすことを明らかにする書類を添付すること。
6.5.0.20190623.1.935818.933212
外国人技能実習機構
事業報告書 (省令様式第23号)
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
タイ
カンボジア
ミャンマー
モンゴル
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ合衆国
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イエメン
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オマーン
オランダ
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシャ
キリバス
キルギス
グアテマラ
クウェート
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コソボ共和国
コモロ
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
ザイール
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セルビア・モンテネグロ
セルビア共和国
セントクリストファー・ネーヴィス
セントビンセント
セントルシア
ソマリア
ソロモン
タジキスタン
タヒチ
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
ドイツ
トーゴ
ドミニカ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニカラグア
ニジェール
ニューカレドニア
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ
ハンガリー
バングラデシュ
フィジー
フィンランド
ブータン
ブラジル
フランス
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ
ブルンジ
ベナン
ベネズエラ
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル
マカオ（澳門）
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンテネグロ
ユーゴスラビア
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
その他
英国
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